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和解案提示理由書
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第1

原子力損害賠俄紛争解決センター

仲介蕊員楠本副孝

同桑野雄一郎

同松本佐弥香

1和解案

1緒神的損害、生活費期加賀用、移動徴用及び追加的賛用

被申立人は、申立人らに対し、梢判I的掴害、生活世増加費用、移動費用及び追加

的徴用として、それぞれ以~|寺のアから工を合計した金額を支払う．ただし、既払金

は和解金から控除する．

2

ア平成23年3月11日から同年12月31日までの間に妊婦又は子供(洲1

8歳以下、以下同じ.）であった申立人

金額：40万円。ただし、平成23年3月11臼から同年12月31日

までの問に自主的避難を案行していた申立人に対しては、60万

円

対象期間：平成2念年3月11日から同年12月31日まで

イ上記ア以外の申立人(平成24年1月1日以降に出生した申立人及び申立人

を除く｡）

金額：8万円

対象期間：本件事故発生当初の時期

ウ平成24年1月1日から同年8月31日までの間に妊婦又は子供であった

申立人

金額：12万円

対象期間：平成23年3月11日から平成24年8月31日まで

工上記ウ以外の申立人

金額：4打円

対象期間：平成2a年3月11日から平成24年8月31白まで

弁謹土磯用

被RI:!立人は、申立人らに対し、本和解仲介手続にかかる弁瀧士徴用として、zO
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0万円を支払う．

第2

1

2理 由

1はじめに

本件申立ては､中間指針追補で自主的避難等対象区域に指定されなかった宮城県

伊具郡丸練町簸甫地区（以下「筆甫地区」という｡）に居住し又は同地区から避難

等した申立人らが、被申立人に対し、自主的避難等対象区域におけるのと同等の賠

償を諮求するものである。

かかる請求が認められるためには、筆甫地厩の居住者が、本件事故に際して、放

射線被曝への相当穏度の恐怖や不安を抱いたことに相当の理由があり、また、その

危険を回避するために自主的避難を行ったことについてやむを得ないと認められ

る等、自主的避難等対象区域の居住者と同等の状況にあったと評価でき、申立人ら

に当該区域の居住者と同等の損害が発生したものと認められることが必要である

と考えられる。

2自主的避難等対象区域の居住者の置かれた状況との同等性について

この点は、福島第一原子力発電所との位置関係（方角及び距離)、避難指示郡対

象区域との近接性、公表さ脱た放射線品や自主的避難の状況(居住者の避雌率）の

各襲素を、蛎甫地区に関して認定し、これ癌自主的避難等対象区域のそれと比轆・

検討すること等によって判断することが相当と思料される．

（1）福島第一原子力発電所との位置関係（方角及び距離〉

雄甫地区は、本件事故後、多くの放射性物質が飛散した福島第一原力発醗所の

北西方|句にあり、その距離も同発電所から約45キロメートルないし55キロメ

ー1､ルと、自主的避難等対象区域の多くの部分よりも近い位瞳にある。

（2）避難指示等対象区域との近接性

錐甫地区は、避難指示等対象区域である飯舘村と（相馬市を挟んで）数キロメ

ートルという非常に近接した位低関係にある。また、鑛甫地区は、福島県に食い

込む形状をしているため、周囲を（福脇県の）自主的避難等対象|X域に取り囲ま

れているという地理的な特殊性が認められる。

（3）公表された放附線鎚

放射線量を比II注する方法（対象時期や基雛とな遙数値等）には様々なものがあ

りうるが、申立人らが主張する比絞方法（申立謹・8頁、主狼書面（1）・2頁、

主張書面9．3頁、5頁）にも一定の合理性が認められ畳と考えられるところ、

これらの比鮫によると，筆甫地区の放射線量は、自主的避難等対象区域と同等程

度に高いものであったと認められる．

また、筆甫地区では、そのほぼ全域に面的広がりをもって高い放射線量が記録

されているところ（甲9、甲10、甲24等)、それは、自主的避難等対象区域
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において一定の広がりを持った範囲で認められる放射線量め高さと同等程度の

ものであったと認められる。

（4）自主的避難の状況

本件事故の直前である平成23年2月28日時点における筆甫地区の人口は8

10人（甲5)、事故直後の平成23年3月15日時点で把握できた筆甫地区から

の自主的避難者数は少なくとも24人と考えられるところ（甲56)、これらの数

字を基に同日時点における筆甫地区の自主的避難者の割合を求めると、2”96％

となる。

これは、自主的避難等対象区域に指定された市町村における自主的避難者の割

合(代表的な市町村として、いわき市4．5％、郡山市1．5％､福島市1，1％）

に匹敵する高い数字である（甲14)。

（5）他方、本件において提出された資料、口頭審理の結果等によっても、筆甫地区

が、放射線被I堀への相当程度の恐怖や不安を抱かせる状況という点において、自

主的避難等対象区域と同程度の状況にあったと認定することを妨げる事楠は見

当たらない。

（6）小括

以上のとおり、錐甫地区は、福島第一原子力発電所との位澄関係（方角及び距

離の近さ）、避難指示等対象区域との近捜性、公表された放射線量の満さ、自主

的避難の状況（自主的避難者の割合の高さ）のいずれの点においても、自主的避

難岬対象区域のそれと同等程度の状況にあったと評価できる。そうであれば、本

件蛎故当時の職|測瞳の居住者は､放射線被|堀への相当程度の恐怖や不安を抱か

せる状況という点において、自主的避雌等対象区域の居住背と同等の状況下に置

かれていたものと思料される。

3申立人らが受けた掴害について

そうすると、本件事故当時、雅甫地厩に居住していた申立人らに関しては、自主

的避難等対象区域の居住者と同等の恐怖と不宏を抱いて自主的避雌を行い、又はさ

まざまな事情により、同等の恐怖と不安を抱えながら商い放射線量の中で巽生活上

の制限・制約等荏被りつつも滞在していたものと椎認するのが合理的である。

そして、現に、本件において提出さ脱た資料、口噸審理の結果等によっても、lil;I

立人らが、2に掲げた切迫した状況下において、放射線被曝への強い現実的恐怖・

不安を感じて自主的避難を行い、あ患いは繁甫地区での生活を続けていた姿などを

見て取ることができる。．

また、突生活上も、外出を避ける、外出時にはマスク等を着用し、衣服は長袖長

ズボンにする、近所の山遊び‘川遊びを含め、子供め外遊び雀制限する、従前から

自家戦培あるいは地域居住者から提供される等の形で日'附的に摂取していた自家栽

培の野菜や筆甫地区の山で採れたキノコ、山菜、ダケノコ、イノシシ肉等の摂取を
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避け、繁甫地区外で採れたもめを新たに鮴入すふあるいは筆甫地区外で自家栽培

を行うようにな墨など、これまで当然のように享受してきた豊かな生摺を失う（な

お、繁甫地区は、丸森町の中でも、とりわけ山を中心とする豊かな自然と非常に関

わりの深い生活を営んでいる区域であったものと認められる。）等の制限“制約が、

各個人・各世帯によりその具体的内容に若干の差異はあるにせよ何らかの形であっ

たものと認められ猫。そして、妊婦・子供のいる世糟においては、これらの制限。

制約等の程度は特に強かったものと認められる。

4以上のとおり、本件事故当時、策甫地区に居住していた申立人らには、自主的避難

等対象区域の居住者と同等程度の放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う実生活上

の制限・制約聯があったものと認められるから、自主的避難等対象区域の居住者に

地じて、その賠悩が認めら執るべきである。よって、少なくとも同申立人らに共通

に生じた損害として、放射線被噸への恐怖や不安、これに伴う実生活上の制限・制

約等により正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻答されたことによ患精神的掴

害、これらによ愚生活磯増加没用、避難を実行した場合における移動費用及び追加

的費用について、和解案のとおり、自主的避難等対象区域の居住者と同等の額（中

間指針追補並びに被申立人が平成24年2月念8日に公表した「自主的避難等に係

る槻書に対する賠悩の開始について」と組するプレスリリース及び平成24年12

月5日に公表した「自謹的避難等に係る損害に対する追加賠償について」と胆する

プレス}Jリースに雛づき、被畔I立人が自主的避難等対象区域の居住者に対して賠償

してい愚額と同額）の賠縦がなされ患ことが相当である。

5本件事故時縦甫地|童に住民票がなかった申立人について
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鋪3消算条項

本和解案に基づく和解契約識には､弁瀧士強用及び遅延梱害金を除いて､消算条

項は付さないこととする。

以上
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